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蒲郡市公共用物の管理に関する条例等の一部を改正する条例 

 

別紙のとおり 

 

提案理由 

道路占用料の額の改定に準じて、使用料又は占用料の額の改定を行うため提案す

る。 

 



蒲郡市公共用物の管理に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（蒲郡市公共用物の管理に関する条例の一部改正） 

第１条 蒲郡市公共用物の管理に関する条例（昭和５１年蒲郡市条例第１０号）の

一部を次のように改正する。 

別表第１中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第１（第７条関係） 

使用の種類  区 分 単 位 使 用 料  

電柱類  

第１種電柱 

 

１本１年につき 

円 

９５０ 

第２種電柱 １本１年につき １，５００ 

第３種電柱 １本１年につき ２，０００ 

第１種電話柱 １本１年につき ８５０ 

第２種電話柱 １本１年につき １，４００ 

第３種電話柱 １本１年につき １，９００ 

その他の柱類 １本１年につき ８５ 

共架電線その他上空に設け

る線類 

長さ１メートル

１年につき 

９ 

地下電線その他地下に設け

る線類 

長さ１メートル

１年につき 

５ 

変圧塔その他これに類する

もの及び公衆電話所 

１個１年につき １，７００ 

広告塔 表示面積１平方

メートル１年に

つき 

２，４００ 

その他のもの 使用面積１平方

メートル１年に

つき 

１，７００ 

地下埋設物 外径が０．０７メートル未

満のもの 

長さ１メートル

１年につき 

３６ 

外径が０．０７メートル以

上０．１メートル未満のも 

長さ１メートル

１年につき 

５１ 



の   

外径が０．１メートル以上

０．１５メートル未満のも

の 

長さ１メートル

１年につき 

７７ 

外径が０．１５メートル以

上０．２メートル未満のも

の 

長さ１メートル

１年につき 

１００ 

外径が０．２メートル以上

０．３メートル未満のもの 

長さ１メートル

１年につき 

１５０ 

外径が０．３メートル以上

０．４メートル未満のもの 

長さ１メートル

１年につき 

２００ 

外径が０．４メートル以上

０．７メートル未満のもの 

長さ１メートル

１年につき 

３６０ 

外径が０．７メートル以上

１メートル未満のもの 

長さ１メートル

１年につき 

５１０ 

外径が１メートル以上のも

の 

長さ１メートル

１年につき 

１，０００ 

通路 上空に設ける通路 使用面積１平方

メートル１年に

つき 

１，２００ 

地下に設ける通路 使用面積１平方

メートル１年に

つき 

７１０ 

その他のもの 使用面積１平方

メートル１年に

つき 

１，７００ 

露店及び商品

置場 

祭礼、縁日等に際し、一時

的に設けるもの 

使用面積１平方

メートル１日に

つき 

２４ 

その他のもの 使用面積１平方

メートル１月に

つき 

２４０ 

看板類 看板

（アー

チであ 

一時的に設けるも

の 

表示面積１平方

メートル１月に

つき 

２４０ 

    



るもの

を除

く。） 

その他のもの 表示面積１平方

メートル１年に

つき 

２，４００ 

標識 １本１年につき １，４００ 

旗ざお 祭礼、縁日等に際

し、一時的に設け

るもの 

１本１日につき ２４ 

その他のもの １本１月につき ２４０ 

アーチ 車道を横断するも

の 

１基１月につき ２，４００ 

その他のもの １基１月につき １，２００ 

工事施設及び工事用材料置場 

 

使用面積１平方

メートル１月に

つき 

２４０ 

その他の目的に使用する場合 使用面積１平方

メートル１年に

つき 

Ａに０．０４

６４を乗じ

て得た額 

（蒲郡市河川占用料等徴収条例の一部改正） 

第２条 蒲郡市河川占用料等徴収条例（平成１２年蒲郡市条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

別表第２中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第２（第２条関係） 

占 用 の 種 類 単 位 占用料の額 

耕地として占用する場合 

 

 

１平方メートル

１年につき 

円 

１５ 

電柱類 第１種電柱 １本１年につき ９５０ 

第２種電柱 １本１年につき １，５００ 

第３種電柱 １本１年につき ２，０００ 

第１種電話柱 １本１年につき ８５０ 

第２種電話柱 １本１年につき １，４００ 

第３種電話柱 １本１年につき １，９００ 



   

その他の柱類 １本１年につき ８５ 

共架電線その他上空に

設ける線類 

長さ１メートル

１年につき 

９ 

地下電線その他地下に

設ける線類 

長さ１メートル

１年につき 

５ 

路上に設ける変圧器 １個１年につき ８３０ 

地下に設ける変圧器 占用面積１平方

メートル１年に

つき 

５１０ 

変圧塔その他これに類

するもの及び公衆電話

所 

１個１年につき １，７００ 

広告塔 表示面積１平方

メートル１年に

つき 

２，４００ 

その他のもの 占用面積１平方

メートル１年に

つき 

１，７００ 

地下埋設物 外径が０．０７メート

ル未満のもの 

長さ１メートル

１年につき 

３６ 

外径が０．０７メート

ル以上０．１メートル

未満のもの 

長さ１メートル

１年につき 

５１ 

外径が０．１メートル

以上０．１５メートル

未満のもの 

長さ１メートル

１年につき 

７７ 

外径が０．１５メート

ル以上０．２メートル

未満のもの 

長さ１メートル

１年につき 

１００ 

 外径が０．２メートル

以上０．３メートル未

満のもの 

長さ１メートル

１年につき 

１５０ 

 外径が０．３メートル

以上０．４メートル未

満のもの 

長さ１メートル

１年につき 

２００ 



    
 外径が０．４メートル

以上０．７メートル未

満のもの 

長さ１メートル

１年につき 

３６０ 

外径が０．７メートル

以上１メートル未満の

もの 

長さ１メートル

１年につき 

５１０ 

外径が１メートル以上

のもの 

長さ１メートル

１年につき 

１，０００ 

その他の

場合 

 

近傍類似の土地の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３８

０条の規定により固定資産課税台帳に登録された価格を基準とし

て市長が定める額 

（蒲郡市倉舞港管理条例の一部改正） 

第３条 蒲郡市倉舞港管理条例（昭和５９年蒲郡市条例第９号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別表中備考以外の部分を次のように改める。 

 別表（第８条、第１１条関係） 

港湾施設 区 分 単 位 使用料の額 

野積場  

一般利用の場合 

 

１平方メートル

１日につき 

円 

２．３ 

専用利用の場合 １平方メートル

１月につき 

３５．２ 

泊地 主た

る停

係場

とし

て常

時利

用す

る場

合 

漁船 総トン数５トン

未満 

１隻１月につき ８８ 

総トン数５トン

以上２０トン未

満 

１隻１月につき １３２ 

総トン数２０ト

ン以上 

１隻１月につき ２２０ 

その他

の船舶 

総トン数２０ト

ン未満 

１隻１月につき ２２０ 

総トン数２０ト

ン以上１００ト

ン未満 

１隻１月につき ５５０ 

   



総トン数１００

トン以上 

１隻１月につき １，１００ 

港湾施設

用地 

港湾施設を設ける場合 １平方メートル

１年につき 

６０５ 

柱類

を設

ける

場合 

第１種電柱 １本１年につき ９５０ 

第２種電柱 １本１年につき １，５００ 

第３種電柱 １本１年につき ２，０００ 

第１種電話柱 １本１年につき ８５０ 

 第２種電話柱 １本１年につき １，４００ 

第３種電話柱 １本１年につき １，９００ 

その他の柱類 １本１年につき ８５ 

線類

を設

ける

場合 

共架電線その他上空に設

ける線類 

１メートル１年

につき 

９ 

地下電線その他地下に設

ける線類 

１メートル１年

につき 

５ 

 塔類

を設

ける

場合 

変圧塔 １基１年につき １，７００ 

広告塔 表示面積１平方

メートル１年に

つき 

２，４００ 

その他の塔類 １平方メートル

１年につき 

１，７００ 

管類

を設

ける

場合 

外径が７センチメートル

未満のもの 

１メートル１年

につき 

３６ 

外径が７センチメートル

以上１０センチメートル

未満のもの 

１メートル１年

につき 

５１ 

 外径が１０センチメート

ル以上１５センチメート

ル未満のもの 

１メートル１年

につき 

７７ 

外径が１５センチメート

ル以上２０センチメート

ル未満のもの 

１メートル１年

につき 

１００ 

    



 外径が２０センチメート

ル以上３０センチメート

ル未満のもの 

１メートル１年

につき 

１５０ 

外径が３０センチメート

ル以上４０センチメート

ル未満のもの 

１メートル１年

につき 

２００ 

 外径が４０センチメート

ル以上７０センチメート

ル未満のもの 

１メートル１年

につき 

３６０ 

外径が７０センチメート

ル以上１メートル未満の

もの 

１メートル１年

につき 

５１０ 

外径が１メートル以上の

もの 

１メートル１年

につき 

１，０００ 

その他の工作物を設ける場合 １平方メートル

１年につき 

１，２１０ 

工作物を設けない場合 １平方メートル

１年につき 

６０５ 

（蒲郡市倉舞港の港湾区域内の占用料及び土砂採取料徴収条例の一部改正） 

第４条 蒲郡市倉舞港の港湾区域内の占用料及び土砂採取料徴収条例（平成１２年

蒲郡市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  別表中備考以外の部分を次のように改める。 

 別表（第２条関係） 

名 称 区 分 単 位 金 額 

水域等占

用料 

 

港湾施設を設ける場合 

 

１平方メートル

１年につき 

円 

１２０ 

柱類を

設ける

場合 

第１種電柱 １本１年につき ６６５ 

第２種電柱 １本１年につき １，０５０ 

第３種電柱 １本１年につき １，４００ 

第１種電話柱 １本１年につき ５９５ 

第２種電話柱 １本１年につき ９８０ 

   



第３種電話柱 １本１年につき １，３３０ 

その他の柱類 １本１年につき ５９ 

線類を

設ける

場合 

共架電線その他上空に

設ける線類 

１メートル１年

につき 

６ 

地下電線その他地下に

設ける線類 

１メートル１年

につき 

３ 

塔類を

設ける

場合 

変圧塔 １基１年につき １，１９０ 

広告塔 表示面積１平方

メートル１年に

つき 

１，６８０ 

 その他の塔類 １平方メートル

１年につき 

１，１９０ 

管類を

設ける

場合 

外径が７センチメート

ル未満のもの 

１メートル１年

につき 

２５ 

外径が７センチメート

ル以上１０センチメー

トル未満のもの 

１メートル１年

につき 

３５ 

外径が１０センチメー

トル以上１５センチメ

ートル未満のもの 

１メートル１年

につき 

５３ 

外径が１５センチメー

トル以上２０センチメ

ートル未満のもの 

１メートル１年

につき 

７０ 

外径が２０センチメー

トル以上３０センチメ

ートル未満のもの 

１メートル１年

につき 

１０５ 

外径が３０センチメー

トル以上４０センチメ

ートル未満のもの 

１メートル１年

につき 

１４０ 

外径が４０センチメー

トル以上７０センチメ

ートル未満のもの 

１メートル１年

につき 

２５２ 

外径が７０センチメー

トル以上１メートル未

満のもの 

１メートル１年

につき 

３５７ 



   

外径が１メートル以上

のもの 

１メートル１年

につき 

７００ 

漁業用工作物を設ける場合 １，０００平方

メートル１月に

つき 

２ 

その他の工作物を設ける場合 １平方メートル

１年につき 

２４０ 

工作物を設けない場合 １平方メートル

１年につき 

１２０ 

土砂採取

料 

土砂を採取する場合 １立方メートル

につき 

２００ 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 


